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１.令和６年度総括について 

 

本計画は、本市が目指す将来像の実現のため、時代の変化に対応しながら、持続可能な

行政経営を行うとともに、市民の期待に応えるための新たなチャレンジに積極的に取り組

む組織へと変革することを目的として平成３１年に策定した。 

令和３年２月には、デジタル化の急速な進展や新型コロナウイルス感染症による新しい

生活様式への対応、自然災害の多発などの新たな課題に対して、付加価値の高い行政サー

ビスの実現と市民の安心安全の確保を目的に、実施計画書の改定を行った。 

また令和６年２月には、本計画と関連の深い総合計画や DX 推進計画と同じ計画終期（令

和７年度）とすることとし、実施計画書の改定をしながら、引き続き、経営理念と５つの

マネジメントの考え方に基づき、計画を推進することとした。 

 

計画６年目となる令和６年度は、「会計業務の一部委託」の取組を実施した。今後も、

段階的に委託範囲を拡大することとしており、次年度以降の委託内容の引継ぎを同時並行

で行っている。中長期的な事務の正確性の確保と人的資源の有効活用に寄与するものと考

える。 

また、「総合窓口の導入など窓口業務のあり方の検討」については、令和８年度開業予

定の保健福祉子育て支援施設との連携を見据えた総合窓口の導入に向けた取組のため、関

係部署の窓口業務の業務改善への取組や若手職員を対象とした窓口体験ワークショップな

どを実施し、全庁的な取組として前進させた。 

 

数値目標である本市の財政状況について、令和５年度の決算状況については、形式収支

２億３千５百万円の黒字となっているが、財政調整基金を約９億円取り崩した。 

また、「暮らしに対する市民の満足度」及び「荒尾市役所は働きやすい職場だと考える

職員の割合」については、それぞれの目標値に到達できていない（次頁グラフ参照）。 

 

これらの取組の成果を測る数値目標のうち「暮らしに対する市民の満足度」について

は、今年度 0.8 ポイント下げており、さらなる子育て環境の充実を求める声が多くなって

いる。また、「荒尾市役所は働きやすい職場だと考える職員の割合」は前年度より 0.9 ポ

イント上昇したものの低い割合で推移している。行政へのニーズの高まりや、業務の多様

化・複雑化する中で、ハード・ソフト両面からの職場環境の改善に取り組むべきと考え

る。活発な議論ができる職場づくりを目指し、今後も引き続き実施計画を実践、改善しな

がら、その効果が市民のみならず職員も速やかに波及されるよう推進していく。そして経

営理念である「市役所イノベーション」と「現場主義の徹底」の更なる浸透を図りなが

ら、令和７年度までに計画全項目の実施達成を目標として取り組みたい。 
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２．実施計画の取組実績 

 

行政経営計画に定める実施計画に基づき、令和 6年度末時点における各取組項目の進捗

状況の取りまとめを行った。全体的な進捗状況としては、実施計画項目数 35 に対して実施

済項目数は 29 であり約８割となっている。令和 5年度と比較すると実施済（〇）項目数は

1増えて、一部実施（△）は 1項目減少した。 

体系別では、「３．人材マネジメント」がその他マネジメントと比較し実施率が低い状

況であるため、引き続き実施へ向けて取り組む必要がある。また実施済項目においても、

さらなる発展的な取組を進める必要がある。 

 

 

「○」：実施済、「△」：一部実施、「×」：未実施又は検討中、「－」：次年度以降に実施が計画されている事業 
※ 令和５年度に実施計画項目数を統合、追加し３５項目（±０）となっている。 
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体系 
実施計画 

項目数 

令和５年度 令和６年度 

○ △ ×（-） ○ △ ×（-） 

１．地域マネジメント 
9 

(100.0%) 

8 
(88.9%) 

1 
(11.1%) 

0（0） 
(0.0%) 

8 
(88.9%) 

1 
(11.1%) 

0（0） 
(0.0%) 

２．組織マネジメント 
6 

(100.0%) 

4 
(66.7%) 

2 
(33.3%) 

0（0） 
(0.0%) 

5 
(83.3%) 

1 
(16.7%) 

0（0） 
(0.0%) 

３．人材マネジメント 
6※ 

(100.0%) 

5 
(71.4%) 

2 
(28.6%) 

0（0） 
(0.0%) 

5 
(83.3%) 

1 
(16.7%) 

0（0） 
(0.0%) 

４．財務マネジメント 
7 

(100.0%) 

6 
 (85.7%) 

0 
(0.0 %) 

1（0） 
(14.3%) 

6 
 (85.7%) 

0 
(0.0 %) 

1（0） 
(14.3%) 

５．政策マネジメント 
7※ 

(100.0%) 

5 
(83.3%) 

1 
(16.7%) 

0（0） 
(0.0%) 

6 
(85.7%) 

1 
(14.3%) 

0（0） 
(0.0%) 

合 計 
35 

(100.0%) 

28 
（80.0%） 

6 
（17.1%） 

1（0） 
（2.9%） 

30 
（85.7%） 

4 
（11.4%） 

1（0） 
（2.9%） 



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R1 R2 R3 R4 R5 R6

1
協働に関する職員研修や

出前講座などの充実

まちづくりのビジョンを実現するために協働の手法を推進する

に当たり、協働の運用方法等について職員及び市民等に向け

て研修等を実施し、協働に関する共通理解の促進や次世代を担

う地域リーダーの育成を図る。

実施 → → → → → →
今年度、まちづくりに関する出前講座の申し込みは無かった。協働に関する職員研修については熊本

立大学大学澤田教授を講師に迎え、入庁４年目までの職員を対象に２月に実施した。
○ ○ ○ 〇 〇 〇 くらしいきいき課

2 地区担当職員制度の導入

市内12地区に担当職員を配置し、各地区の特性を踏まえた将

来ビジョンと具体的な取組をまとめた地区別計画の策定・推進

支援や、地域課題の取りまとめ、解決に向けた支援を行うこ

とで、地域の自治力の強化を図る。

実施 → → → → → →

現在、12地区中10地区が地区別計画を策定済み。6地区は地区協議会運営サポート強化の取り組み、

緑ヶ丘地区はみどり祭においての地区担当職員テナント出店、八幡地区は協議会運営のマニュアル作

成、井手川地区及び中央地区においては、新規イベント開催に向けて、各地区役員、地区担当職員、

くらしいきいき課担当で話し合いを行っている。井手川地区新規事業（eスポーツ大会）を11/4、緑ヶ

丘地区はみどり祭において地区担当職員テナント（おゆずり交換会）出店を11/10に実施、中央地区新

規事業（春の祭り）を３月開催決定、八幡地区の協議会運営のマニュアルの完成ほか、各地区行事に

地区担当職員が積極的に参加し、各地区協議会事業実施に貢献した。

○ ○ ○ 〇 〇 〇
くらしいきいき課

総合政策課

3 自治会への加入促進

人口減少が進行する中、持続可能な地域経営を行うため、担い

手発掘支援として、転入者に対する案内の強化などにより自治

会への加入促進を図る。併せて、職員を含め、市民等に対し

地域活動への参加促進を図る。

検討
順次

実施
→ → → → →

広報あらお6月号及び12月号に自治会加入促進に係る記事を掲載し、令和3年度から実施している各不

動産事業者から市内転入者への自治会加入案内チラシの配布について引き続き、依頼している。次年

度も宅建協会荒尾支部に継続依頼を行い、承諾を得ることができた。

自治会長等に対して自治会加入率調査を実施し、今年度調査における自治会加入率は80.2％であっ

た。前年度に比べ今回0.3ポイント減少しているが、目標とする自治会加入率80％を維持している。

※自治会加入率　R1年度 81.7%、R2年度 80.7%、R3年度 81.0%、R4年度 80.3%、R5年度80.5％

ー ○ ○ 〇 〇 〇
総務課

くらしいきいき課

4
自治のあり方に関する調

査研究

自治会や地区協議会、行政協力員などの既存の枠組みを踏ま

え、本市の実情に合った新たな自治のあり方について、調査

研究を行う。

検討
順次

実施
→ → → → →

くらしいきいき課、総務課、総合政策課の3課で協議した。会議では、事業の進め方や今後のスケ

ジュールについて確認し、課題、今後の取組について意見交換をした。人口減少、高齢化や役員のな

り手不足による体制維持の困難、課題解決への取組不足などの課題を共有し、引き続き検討会議を開

催することとした。

ー △ △ × △ △

くらしいきいき課

総務課

総合政策課

5

ターゲットに応じた多様

な広報手段の検討【R2

年度改訂】

発信する情報が増加傾向にあり情報媒体も多様化する中で、よ

り的確に情報を届けるため、各種SNS等をコミュニケーショ

ンツールとして多面的活用するなど、ターゲットに応じた最適

な広報手段について検討する。媒体に応じて発信する情報のす

み分けを行うことで、より読みやすい広報紙づくりにもつなげ

る。

検討
順次

実施
→ → → → →

シティプロモーション戦術策定について、広報推進員に意見聴取等を行い、広報推進会議にて庁内共

有を行った。観光及び移住・定住のほか子育て支援について具体的施策の整理を行い、３月の広報推

進会議にて説明し庁内共有を行った。

ー ○ ○ 〇 〇 〇 総合政策課

6
広報推進員をはじめとす

る職員の広報技術の向上

職員の一人一人が市の広報を担うという意識の下、広報につ

いての職員の意識や技術の向上を図るため、研修等を実施す

る。

実施 → → → → → →

広報推進員会議を開催し、広報活動に関するアンケート調査の結果を共有した上で、各種情報媒体の

役割等について研修を実施した。具体的には、情報発信に関する要望やシティプロモーションの現状

についての方針、各広報媒体の基本的なルール、特徴、活用方法等についての説明を行った。シティ

プロモーション戦略・戦術及びLINEリッチメッセージでの発信方法などについて、庁内からの問合せ

実績等を踏まえつつ説明を行った。

○ ○ ○ 〇 〇 〇 総合政策課

7 広報効果の定期的な検証
発信した情報が適切に対象者に伝わっているかを定期的に検証

し、最適な情報発信の方法や時期について継続して検討する。
実施 → → → → → →

広報紙やホームページ、LINEなど各種媒体に係るアンケート調査の結果を集計・分析し、広報推進員

会議で説明した。また集計結果については広報推進員だけでなく庁内へ共有した。広報媒体の情報発

信手段や具体的な施策、ターゲットごとPR分野などを整理し、シティプロモーション戦術を策定し、

効果的な情報発信に努めた。

△ ○ ○ 〇 〇 〇 総合政策課

8

広聴機会の充実と新しい

広聴手法の実施【R2 年

度改訂】

市民との対話を充実するため、住民懇談会や出前講座、パブ

リックコメントなど、広聴機会の充実を図るとともに、それ

らを補完する新しい広聴手法についても検討する。

実施 検討 実施 → → → →

広報活動に関するアンケート調査の結果集計と分析を実施した。市からの情報取得方法としては「広

報あらお」や「公式LINE」が多いが、その推移については「広報あらお」が10ポイント以上低下した

のに対し、「公式LINE」は約19ポイントもアップし「ポスター、掲示板、回覧板」を抜いた。調査結

果については、広報等委託事業者と共有し、引き続き市民からの改善要望を踏まえて広報紙に関する

改善に取り組む。各課においてもアンケート結果を踏まえ、ニーズに沿った広報記事の作成やター

ゲットに沿った情報発信を依頼した。

○ ○ ○ 〇 〇 〇
総合政策課

教育振興課

9
広聴結果に対する庁内体

制の構築

住民懇談会や出前講座における意見や、まちづくり提案箱や市

ホームページを経由した意見などについて、庁内で情報共有を

行うとともに、政策への反映をはじめ、対応が必要なものに

ついては確実に実施されるような体制を構築する。

検討 実施 → → → → →

まちづくり提案箱やホームページからのご意見や問合せなどの苦情・要望・提案・意見等について、

所管部署との共有・対応を実施。意見・要望とそれに対する回答や改善策の実施状況を一覧化して、

庁内で閲覧できるよう検討し、実施した。

ー ○ ○ 〇 〇 〇 総合政策課

3.実施計画の実施状況（令和6年度末見込み） 取組状況：「○」実施済み　「△」一部実施　「×」未実施または検討中　「―」令和6年度以降実施

整理

番号
施策 具体的な取組 事業概要 取組状況（R6年度末見込み） 担当課

取組状況（年度末時点）スケジュール（年度）

地

域

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

協働の更なる推進

による地域の自治

力の強化

効果的な広報の推

進と広聴の充実に

よるコミュニケー

ションの活性化

●過年度実施予定で一部実施または未実施の事業

4    



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R1 R2 R3 R4 R5 R6

3.実施計画の実施状況（令和6年度末見込み） 取組状況：「○」実施済み　「△」一部実施　「×」未実施または検討中　「―」令和6年度以降実施

整理

番号
施策 具体的な取組 事業概要 取組状況（R6年度末見込み） 担当課

取組状況（年度末時点）スケジュール（年度）

●過年度実施予定で一部実施または未実施の事業

10 組織機構の見直し

限られた人員・財源等で効率的に市民ニーズに対応し、政策

推進力と専門性の向上を図るため、組織機構や人員体制を見

直す。

実施 → → → → → →

組織目標と予算編成、組織機構の見直しを連動させるために、「次年度予算編成通知」とともに次年

度の「部の方針書」を各部長にて作成。「予算編成通知」及び「部の方針書」に沿った予算要求を行

うことで、部の方針と課や係の役割といった意識付けを行った。部の方針書作成と合わせて、各部長

ヒアリングを実施し、部の方針書を実現するために最適な組織のあり方についても意見聴取を行い、

それを反映した形で次年度以降の組織体制のあり方について、人事部門と協議しながら検討を行っ

た。

○ ○ ○ 〇 〇 〇
総務課

総合政策課

11
組織目標の進行管理の徹

底

部・課ごとの組織目標を設定し、人事評価と連動した目標管理

をPDCAサイクルに基づき実施することで、組織目標の着実な

推進を図る。

実施 → → → → → →

組織目標と予算編成、組織機構の見直しを連動させるために、「次年度予算編成通知」とともに次年

度の「部の方針書」を各部長にて作成。「予算編成通知」及び「部の方針書」に沿った予算要求を行

うことで、部の方針と課や係の役割といった意識付けを行った。部⇒課⇒係と下ろすことで、部内で

の個の役割を明確化し、人事評価システムへの反映を行いやすくした。

△ △ △ △ △ 〇 総合政策課

12 庁議のあり方の検討

行政経営会議や部課長会などの各種庁議における協議事項につ

いて役割分担を整理するとともに、議論の活性化や熟度の向上

を目指し、会議運営方法の検討を行う。

実施 → → → → → →

他部署の庁議に参加しその手法について学ぶ「庁内開催会議見学制度」について、上半期に１回、2月

開催の行政改革推進審議会で１回実施した。また、ファシリテーション研修を受講し、実践の場とし

て、窓口レイアウトの検討ワークショップや業務改善のための業務マニュアル作成研修を職員向けに

開催した。

△ △ ○ 〇 〇 〇 総合政策課

13 職員表彰制度の構築
新規事業の実施や改善に取り組む組織風土を醸成するため、優

れた事例を表彰する制度を設ける。
実施 → → → → → →

各部課長から計14団体の推薦があった。その中から、選考委員会で8団体の市長賞授与が決定した。仕

事納め式に合わせて表彰式を実施した。

今年度は、「全世代型デジタル社会の推進」、「LINEを活用した市民の利便性向上及び業務効率

化」、「会計課業務の一部委託推進」などが受賞した。

△ ○ ○ 〇 〇 〇 総務課

14

超過勤務時間や有給休暇

取得実績におけるモニタ

リングや要因ごとの対応

超過勤務及び有給休暇の取得における実態を踏まえ、業務の

実施方法等を見直した上で、職員が担うべき業務について整

理をし、最適化を図る。また、繁忙期に合わせ柔軟な人員配

置ができる制度などの導入を検討する。

実施 → → → → → →

各部署が超過勤務や年次有給休暇の取得状況を主体的に分析するため、部署ごとの集計データを作成

し、業務負担平準化を図るため、庁内通知を発出し各所属長へ改善に向けた取組の実施を促した。

毎週水曜日のノー残業デーの取組、庁内放送や庶務管理システム上での周知、定例部課長会における

実績報告及び積極的な取組促進の周知など実施し、改善に向けた一定の成果は上がっている。

　・R6年（1月～12月)　超過勤務時間数　26,153時間（選管以外の選挙時間外を除く。）

　　　　　　（R5：26,476時間 、R4：29,831時間、R3  ：33,727時間、R2：36,418時間）

　・R6年（1月～12月)　年次有給休暇取得日数　平均12.72日

　　　　　　（R５：12.98日、R4：9.98日、R3 ： 9.34日、R2　9.08日）

　・R6年度　夏季休暇取得日数　平均4.6日

　　　　　　（R5：4.4日、R4：4.1日、R3 ： 4.2日、R2 ：4.3日）

　・R6年度　男性職員育児休業取得率　71.4％（R7.1.20時点）

△ △ △ △ △ △ 総務課

15

職場環境（ワークプレイ

ス）の改善や新しい働き

方の推進【R2 年度改

訂】

職員がより効率的に業務に取り組めるよう、レイアウトの変更

や空き室の活用等により、安全衛生の維持・向上や円滑なコ

ミュニケーションが生まれる環境づくりを行う。また在宅勤

務制度やフレックスタイム制度の導入など、新しい働き方の検

討を行い、生産性及び職員満足度の向上を図る。

検討
順次

実施
→ → → → →

子育てをしながら働く職員を支援する育児短時間勤務制度については、他市町村の条例や運用等を調

査し改正事項の検討を行い、3月議会にて条例改正を行い、令和7年4月から運用開始予定。

高齢層職員を対象とした部分休業制度については、県内他市の導入状況を確認を行い、導入の有無を

含めて引き続き検討を行った。全国の市町村において導入済みの自治体は3割程度となっており、現時

点では短時間での勤務を希望する職員も少ないため今年度の改正は見送る。今後も県内他市の状況や

高齢層職員の希望する勤務形態等を踏まえ、引き続き検討を行う。

ワークスペースの狭隘化解消と職員間コミュニケーションの円滑化などを目的とした、グループアド

レスを一部の部署で導入した。

ー ○ ○ 〇 〇 〇
財政課

総務課

新たなチャレンジ

が盛んに生まれる
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マネジメント体制

の確立を通じた組

織力の強化
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R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R1 R2 R3 R4 R5 R6

3.実施計画の実施状況（令和6年度末見込み） 取組状況：「○」実施済み　「△」一部実施　「×」未実施または検討中　「―」令和6年度以降実施

整理

番号
施策 具体的な取組 事業概要 取組状況（R6年度末見込み） 担当課

取組状況（年度末時点）スケジュール（年度）

●過年度実施予定で一部実施または未実施の事業

16
職員研修の充実

【R5 年度改訂】

地域への関心・参画意識の醸成や、管理監督職候補者の養成

を見越した研修の充実を図る。従前から実施している専門業務

関連の研修だけでなく、マネジメント、プレゼンテーション、

ファシリテーション能力等の向上を目的とした研修を実施して

職員一人一人の能力を高めることで、活発な議論ができる職

場づくりを目指し、組織全体の総合力を強化していく。

検討 実施 →

職員研修について、従来の研修形態から抜本的な見直しを行うため、周辺自治体へのヒアリングや全

国の好事例等を調査した。今年度はまず、新規採用職員研修の実施時期、内容等の見直した。

人事評価については、評価者研修に代えて５月に全職員対象「被評価者研修」を実施。人材育成を目

的とした評価制度の趣旨、目標設定方法、評価の受け方等を学ぶ機会を提供。また、係長級以上の管

理監督者に対し、動画回覧によるハラスメント相談対応研修を実施し、自身がハラスメントを行わな

いという意識定着とともに、相談しやすく働きやすい環境整備への一助とした。

全国的に地域課題解決能力が自治体職員には求められている。そのために基礎知識の習得のみでな

く、グループワークを中心とした研修を１月の新規採用職員フォローアップ研修で実施した。講師と

して、総務課や一部の課のほか外部機関派遣経験職員を活用して市政に貢献しているという体験を作る

ことで、職員のエンゲージメントを高めることを意識した内容とした。

△ 〇 総務課

17

人事評価制度の充実及び

階層別の能力向上

【R5 年度改訂】

人事評価制度について、評価した結果を人材育成に活用するこ

とができるよう、「荒尾市人材育成基本方針」に沿った評価

基準を設定し、職員の自己研鑽につながるような運用を図る

とともに、組織目標との緊密な関連付けを図る。評価結果の

具体的な処遇反映や昇任制度の構築に取り組み、階層別の役

割明確化と求められる能力の向上を図り、組織全体の強化に

つなげる。

実施 → → → →
検討

実施
→

正職員の人事評価について、制度の見直しに係る大まかな枠組みを作成した。設定目標難易度や評価

者間のばらつきを抑制するため、難易度レベル・業務ウェイト・達成度の組合せで点数化して評語を決

定する方法を設定した。職員団体の意見も踏まえ、令和７年度からの運用開始を予定し、処遇反映は

同年度当初を断念して年度中の勤勉手当反映からを目標とした。

会計年度任用職員について、見直し後初の上半期結果から検証を行た結果、評価者間の評価ばらつき

傾向が顕在化した。正職員の評価制度見直しにも活用し、改善を目指していく。

× △ △ △ △ △ 総務課

18 採用試験のあり方の検討

本市が必要とする職員像に合致する人材を採用するため、専門

的知見の保有のみならず、人物試験の充実や社会人経験を重

視した選考など、採用試験のあり方を検討する。

実施 → → → → → →

採用試験広報は、最も効果的な広報方法について検討を行った。また、教育機関と連携して実習の受

入や、高校へ訪問し採用試験周知活動を行った。

採用試験では人物重視を更に強化し、二次試験における作文試験を廃止して集団面接を実施した。ま

た、インターンシップをより積極的に受け入れて学生への市役所で働く魅力発信に努めており、イン

ターンシップに来た学生が実際に入庁を希望する例もあり、効果があったと言える。次年度以降の職

員募集広報について、業者委託を含めて検証した。

障がい者採用は、新たな雇用形態等を検討し、周辺自治体や関係機関へのヒアリングを実施するなど

して、今後の採用計画取組案を作成した。初めて会計年度任用職員（障がい者枠）募集を行い、12月

から総務課付で2名を採用した。また、今後の障がい者雇用のあり方を検証していくため、荒尾支援学

校との連携を強化し、10～11月は生徒の実習受入れを行うとともに、市職員として雇用する場合の業

務内容、試験方法の協議等を行った。

○ ○ ○ 〇 〇 〇 総務課

19 戦略的な人材配置

多様な視野や経験、人的ネットワークを兼ね備えた人材配置

を実現するため、新規採用職員については10年を目途とした

計画的な業務経験を通じて自らの適性を見出すことで、キャリ

アデザインを形成する基礎的な力を養う。その後は、それまで

の経験や知識の蓄積も踏まえた職員の意見も把握しながら、

ゼネラリストとスペシャリストのバランスの良い養成を図る。

実施 → → → → → →

４月人事異動については、円滑な行政運営が前提となるが、若手職員に経験を積ませるジョブロー

テーションを可能な限り意識したものとしている。

キャリアデザイン形成支援については構築できていないため、研修計画の一つとして検討すべく、先進

事例を研究した。複数の研修事業者から具体的な提案を受けたが、本市ではキャリアデザインという

言葉の認識が定着していないことが課題である。一般的には組織で働く中での自身の位置のことであ

るが、本市職員のイメージは自身の私生活を含めたものとする傾向があると言えるため、今後は組織

で働く中でのキャリアプランということを意識した研修の実施を計画していくこととした。

△ △ ○ 〇 〇 〇 総務課

20
女性職員の活躍促進

【R5 年度改訂】

ライフステージの変化に対応しながらキャリアを歩み続けら

れる環境整備を推進するとともに、女性のスキルアップを支援

するための事業を実施する。

実施 → →

シンクタンク会議は、メンバー１５人（２０代～５０代）で構成され、今年度は、審議依頼数0件、委

員推薦依頼数1件の見込み。研修を12/17に実施。全女性職員向けにオープン講座とし、窓口対応、職

場内のコミュニケーション等に役立つホワイトボードを使ったファシリテーションを学び、女性職員

のスキルアップにつなげた。

また、仕事と子育ての両立を長期的な視点で考えることができるよう「両立支援シート（仮）」の作

成を検討した。

〇 〇 総務課

21
任期付職員等の活用

【R5 年度改訂】

職員が担うべき業務や役割を全体的に整理した上で、任期付

職員については特に専門分野において活用し、また、役職定

年後や再任用の６０歳台職員についてはその蓄積された経験

や能力を後輩職員に伝承できるような配置を行うことによ

り、それぞれの活用機会を拡充する。

検討 実施 →

役職降任者は、人員配置都合からも現役職員で通常業務担当の一員として従事しており、特定の役割ま

で明確化できていない。業務支障はなかったが、現職又は再任用との区別など明確な役割を示すこと

ができたとは言えない。今年度末は部長級を含め役職降任者が増えるため、改めて整理が必要であ

る。

任期付職員については、11月に保育士2名採用。次年度4月採用予定として、2月に保育士及び心理士の

採用試験を行った。

〇 〇 総務課
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3.実施計画の実施状況（令和6年度末見込み） 取組状況：「○」実施済み　「△」一部実施　「×」未実施または検討中　「―」令和6年度以降実施

整理
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●過年度実施予定で一部実施または未実施の事業

22
債権に関する滞納整理の

一元化

税・料の滞納に対し、市民負担における公平性・公正性の確

保や、業務の効率化を図るため、公金徴収の一元化を推進する

ことで、徴収率の向上による歳入確保に努める。

検討 実施 → → → → →

公債権、私債権など市の債権に係る管理マニュアル作成のため、情報収集や研究、検討を行い、作成

方針と手引書の基本構成を定めた「債権管理マニュアル」を作成した。

新任担当者でも円滑に税や一元化した強制徴収公債権の滞納処分が行えるよう、処分に必要な一連の

調書類（差押決議書、差押調書、配当計算書、充当決議書等）の「作成要領」も作成した。この「作

成要領」の活用により、業務の効率化、事務ミス防止に寄与している。

ー △ ○ 〇 〇 〇 収納課

23 ふるさと納税の拡充
財源確保及び地域経済の活性化につなげるため、新たな返礼品

の掘り起こしや情報発信の強化等、一層の推進を図る。
実施 → → → → → →

既存返礼品のブラッシュアップ（73件）や返礼品のラインナップ増加（28件）を行っている。また、

商工会議所や農林水産課と連携し、新規提供事業者の開拓にも着手。今年度は人気返礼品の供給量が

不足したため、寄附額が伸び悩んだ。現地決済型ふるさと納税については、導入するサービス事業者

を決定した。令和7年度の本格稼働に向け、返礼品開拓を行う。

※R6年4月～12月寄附金実績額　434,161,000円

　R5年4月～12月：591,847,000円【決算額：653,389,000円】

　R4年4月～12月：459,996,000円【決算額：523,128,000円】

　R3年4月～12月：458,254,000円【決算額：532,604,000円】

　R2年4月～12月：413,042,600円【決算額：435,103,600円】

○ ○ ○ 〇 〇 〇 くらしいきいき課

24
基金の運用に関する規定

の見直し

基金の運用に関する規定を見直し、効率的に運用することで、

歳入の増加を図る。
実施 → → → → → →

8月に公金管理運用会議を開催し、令和６年度の方針を決定。基金運用については、基金の取崩しが見

込まれるため、積極的な運用を行わない方針となった。令和6年度公金管理運用方針に基づき、安全

性、流動性が確保できる定期性預貯金中心の運用を維持した。

○ ○ ○ 〇 〇 〇
会計課

財政課

25
公共施設使用料等の見直

し

公共施設の適正な維持管理を行うために、使用料がコストや

サービスに見合ったものか、本市や他市の同種施設と比較して

適切か、市民への優遇は必要か、減免は公平かなどの検討を行

い、公平性の確保と受益者負担の適正化を図る。

検討
順次

実施
→ → → → →

物価上昇により市民生活が様々な負担を強いられているとこを鑑みながら、情報収集を継続した。

県下13市における取組状況について確認したところ、令和元年～６年度において手数料の見直しを実

施しているのは２市（熊本市、水俣市）であり、コロナ禍や物価高騰の影響に伴う「使用料・手数料

見直し方針」の改定を行った市は無かった。なお、統一的な基準を策定しているのは当市を含め６市

（天草市、山鹿市、菊池市、上天草市、合志市）であった。

物価高騰の中で利用者への影響は慎重に検討する必要があるものの、コロナ禍は概ね収束し、行政

サービスの運営も正常化していることから、改定率の上限設定や近隣自治体との均衡を図りながら見

直しを進めていきたい。

ー × × × × × 財政課

26

公共施設等の個別管理計

画の策定及び推進

【R5 年度改訂】

荒尾市公共施設等総合管理計画に沿って、公共施設等の適正配

置や維持管理等も含め、効果的・効率的な運用を図るため、

公共施設ごとの実施計画となる「個別施設計画」を2020年度

末までに策定する。その後も、計画に沿ってPDCAサイクルに

基づき、随時、計画内容の検証、改訂を行いながら効果的・

効率的な管理運営に繋げる。

順次

実施
→ →

個別施設において大きく方針を変更するような事案はなかったが、今後の各施設の方針等について検

討を行った。

公共施設の包括管理を行う中でも大きな事案の発生はなかった。固定資産台帳の適正更新や修繕履歴

等の基づく分析を行い、公共施設の適正管理を行った。

〇 〇
財政課

各施設所管課

27

公共施設の管理に関する

民間活力の導入に向けた

検討【R5 年度改訂】

公営住宅等の公共施設について、施設に関する専門性とサービ

スの向上、コスト削減を効果的・効率的に推進し、管理の適

正化に繋げることを目的として、複数施設に係る管理業務を一

括で行う包括委託や新たな指定管理者の導入など、民間委託

の導入について検討する。

実施 → →

月例定例会において関係各課及び総合管理センターとの情報共有、進捗管理を行った。実務面におい

ても必要な事項について確認や修正等を行い、業務を遂行した。また、対象施設の拡大について、費

用対効果等を考慮しながら引き続き検討する。

現場において様々な反応はあるが、具体的な検証には至っていない。関係各課と情報共有しながら各

視点で検討する必要があり、対象となる市有財産については、施設の利用状況等により現時点では随

時市が対応するという結論に至った。

〇 〇
財政課

各施設所管課

28

未利用施設等の効果的な

活用

【R5 年度改訂】

耐震性があり、他の用途での活用が見込まれる公共施設等の

利活用について、サウンディング調査などにより市場性を確認

しながら、貸付けや売却等による有効活用を行い、財源の確

保につなげるよう検討を行う。

検討
順次

実施
→

未利用施設だった施設については、修繕箇所への対応や、電気、水道、ガス、消防設備等の環境整備

を行った。計２件の賃貸借契約者とは、関係各課を含めてそれぞれ必要な対応を行った。

未利用地の活用についても引き続き検討を行う。

〇 〇 財政課

財

務

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

財政基盤の強化

公共施設等の適正

管理
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R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R1 R2 R3 R4 R5 R6

3.実施計画の実施状況（令和6年度末見込み） 取組状況：「○」実施済み　「△」一部実施　「×」未実施または検討中　「―」令和6年度以降実施

整理

番号
施策 具体的な取組 事業概要 取組状況（R6年度末見込み） 担当課

取組状況（年度末時点）スケジュール（年度）

●過年度実施予定で一部実施または未実施の事業

29 計画と予算等の連携

政策的経費の要求前に事業提案の機会を設けることで財政部

門、企画部門、人事部門が連携するとともに、総合計画等と予

算の事業単位との整合を図ることで、総合計画の実行と予算

編成への連動を強化する。

実施 → → → → → →

第６次総合計画－改訂版－で掲げた将来像の実現に向けた取組を進めることを予算編成の基本方針と

する。重点戦略「あらお未来プロジェクト」に沿った施策については、「選択と集中」の視点を踏ま

え、費用対効果を強く意識した上で、優先的に予算配分を行い、政策目標の達成に向けてメリハリの

ある行財政運営を行った。

少子化対策については、ライフステージに応じた切れ目のない支援や、若年世代の転出抑制や転入促

進のための暮らしの魅力向上について、全庁的に取り組む。予算編成方針において、第6次総合計画－

改訂版－に掲げられた将来像の実現に向け、あらお未来プロジェクトに沿った施策を推進していくとと

もに、少子化対策についても全庁的に取り組むこととした。

○ ○ ○ 〇 〇 〇
財政課

総合政策課

30
予算編成の改善

【R5 年度改訂】

経常的経費については枠配分予算として各部が裁量権を保有し

ているが、事業の見直し・廃止等が進まず硬直化しているた

め、各担当者による財源配分の意識が醸成できるよう予算編

成方式を再構築する。

検討 実施 →

全ての既存事業を見直すため、経常経費における枠配分方式による予算配分を休止し、事業の必要性

の再検証、執行実績に基づく金額の精査など、必要な経費を積み上げる「積上げ方式」による予算編

成を行った。市長の改選期を挟んだ予算編成となるため、当初予算は骨格予算として編成し、新規・

政策的経費などについては、６月補正で計上することで進めたが、無投票となったため方針を変更

し、通常予算を組むこととした。物価や人件費の高騰が予算を圧迫しており、事業の更なる見直しが

必要である。

○ ○ ○ 〇 〇 〇 財政課

31
ICT による定型業務の自

動化【R5 年度改訂】

ふるさと納税など定型業務にRPA(Robotic Process

Automation)を導入することで、職員の負担軽減や、人為的

な誤りの防止を図り、新たな業務に取り組む時間を確保する。

実施 → →

令和6年10月より生成AIサービスを本格的に導入した。業務の効率化、市民サービスの向上に繋がるこ

とを目的とする。また日常業務の効率化により専門的な業務への時間を確保していく。

令和7年10月末をもって、現在使用しているRPA（BluePrism）を保守運用している業者が事業撤退す

るため、次期RPAツールの検討として、RPAツール（BizRobo!）のトライアルを実施した。

〇 〇 総合政策課

32 多様な収納方法の検討

市税など納付手段の拡充として、コンビニ納付をはじめ、クレ

ジットカード納付などのキャッシュレスによる方法等、利便性

の高い収納方法の調査と導入の検討を関係課と連携し行うこ

とで、納付しやすい環境整備を図る。

検討
順次

実施
→ → → → →

コンビニ・スマホ収納をはじめとする収納の消込み・取り込み漏れがないよう、関係部署や金融機関

と密に連携することでトラブル無く稼働できた。
ー ○ ○ 〇 〇 〇 会計課

33
総合窓口の導入など窓口

業務のあり方の検討

総合窓口をはじめとした利便性の高い窓口サービスを提供する

ため、チャットボットなどのICTを活用した方法や民間委託の

活用等様々な角度から調査研究をし、市民の負担軽減や業務

効率化を図るとともに、市民サービスセンターでの業務の拡

充を推進する。

検討 → → 実施 → → →

市民の利便性向上と職員の業務効率化を目的として総合窓口を実現するため、BPR（業務分析・業務

改革）を踏まえた窓口DXを推進。移管業務や庁舎レイアウト、必要な窓口数、人員配置の検討などの

課題を解決するため、関連部署と連携を図りながら総合窓口の実現に向けて取り組んでいる。9月に

BPR支援事業者を決定し、委託事業として業務フローの作成について取り組むことができた。併せ

て、職員による窓口体験調査等を実施し、現状の窓口における課題の洗い出しとそれに対する解決策

を検討することで、次年度以降の取組につながる成果が得られた。また、市民課窓口において「申請

書作成支援サービス」及び「らくらく窓口証明書交付サービス」を開始し、各種証明書申請のために

来庁された方に対して申請書の手書き記載に係る負担軽減を図ることができた。

また、市民サービスセンターと市役所本庁舎を遠隔相談窓口システムでつなぎ、手続きができるよう

にすることで、市民サービスセンターでの手続拡充を目指し、令和７年度当初予算の要求を行った。

ー ー ー × △ △
市民課

総合政策課

34

行政デジタルトランス

フォーメーション

（DX）計画の策定及び

推進

【R5 年度改訂】

行政サービスのデジタル化を強力に推進するために「荒尾市行

政DX推進計画」を令和3年度末までに策定する。その後も、

国の動向等を注視しつつ、随時、計画内容の検証、改訂を行い

ながら効果的・効率的な推進を図る。

実施 → → → →

荒尾市DX推進計画のアクションプランに基づき、関係課と協議・連携しながら取組を推進した。デジ

タルデバイド解消のためのスマホ教室の開催や、市民課窓口における「書かない窓口」の導入、小学

生一人１台のタブレットを活用した登下校時の安心安全の見守り機能実装を小学校２校に先行導入す

るなど、様々な取組を行った。

○ 〇 〇 〇 総合政策課

35
会計業務の一部委託

【R5 年度改訂】

会計業務の一部を外部委託することにより、中長期的に事務の

正確性を確保するとともに、業務の効率化や人的資源の有効活

用を図る。

検討
順次

実施
→

指定金融機関のノウハウを活用する会計業務の一部委託について、令和6年9月から円滑に委託するこ

とができた。

当初３カ年かけて段階的に委託することとしていたが、1年前倒しによる委託業務の移行について検討

し、今年度は令和６年度業務委託分だけでなく、令和７年度委託業務分の移行についても順調に引継

ぎを行うことが出来た。

〇 〇 会計課

政

策

マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

政策の費用対効果

の向上

ＩＣＴや民間等の

活用を通じた業務

効率化や市民サー

ビスの向上
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４．荒尾市会計別決算等の状況 

 

４．１ 普通会計 

                                          （単位：百万円） 

年度 歳入 歳出 形式収支 実質収支 
実質単年

度収支 

地方債 

現在高 

令和元年度 23,764 23,645 119 78 △273 15,722 

令和 2年度 30,717 30,445 272 77 39 16,622 

令和 3年度 28,988 28,275 ７２３ ５１１ ４７３ 17,514 

令和 4年度 2８,０３０ 2７,７３０ ２９９ １７９ △７５ 1８,００３ 

令和 5年度 26,535 26,299 ２36 ９2 △926 17,０29 
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４．２ 特別会計 

（単位：百万円） 
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後期高齢者医療特別会計 介護保険特別会計（介護サービス勘定）

荒尾市 特別会計実質収支の推移（百万円）

会計名 年度 歳入 歳出 
歳入歳出 

差引額 
実質収支 

他会計等からの

繰入金 

  基準外 

国民健康保険 

特別会計 

令和元年度 7,085 7,019 66 66 626 0  

令和 2年度 6,691 6,631 60 60 599 0  

令和 3年度 7,203 7,100 103 103 613 0  

令和 4年度 7,20１ 7,0９７ 10４ 10４ 6０８ 0  

令和 5年度 7,2１4 7,186 28 28 6０1 0  

介護保険 

特別会計 

（介護サービス 

勘定） 

令和元年度 17 14 3 3 ― ― 

令和 2年度 19 17 2 2 ― ― 

令和 3年度 23 23 0 0 ― ― 

令和 4年度 2２ 2２ 0 0 ― ― 

令和 5年度 23 22 １ １ ― ― 

介護保険 

特別会計 

（保険勘定） 

令和元年度 5,551 5,340 211 211 794 0  

令和 2年度 5,604 5,484 120 120 870 0  

令和 3年度 5,706 5,591 115 115 872 0  

令和 4年度 5,6１７ 5,４５5 1６２ 1６２ 8６０ 0  

令和 5年度 5,6０４ 5,５１０ ９４ ９４ 8６４ 0  

後期高齢者医療 

特別会計 

令和元年度 744 754 10 10 236 0  

令和 2年度 812 801 11 11 250 0  

令和 3年度 8１６ ８０４ 1２ 12 250 0  

令和 4年度 882 ８70 1２ 1２ 2７0 0  

令和 5年度 ９００ ８８９ １１ １１ ２８２ ０ 
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４．３ 公営企業会計 

 

会計名 年度 総収益 総費用 純損益 

他会計等からの 

繰入金 地方債 

現在高 

資金 

不足 

比率   
基準

外 

水道事業 

会計 

令和元年度 1,038 955 83 196 187 4,068 ― 

令和 2年度 1,074 977 97 230 189 4,290 ― 

令和 3年度 1,031 1,005 ２６ 2２１ ２０５ 4,329 ― 

令和 4年度 1,019 1,021 △2 20２ 189 4,423 ― 

令和 5年度 1,0３８ 1,021 １７ １９８ 18６ 4,７３２ ― 

下水道 

事業会計 

令和元年度 1,330 1,129 201 351 112 6,759 ― 

令和 2年度 1,347 1,206 141 357 110 6,546 ― 

令和 3年度 1,394 1,318 76 469 93 6,361 ― 

令和 4年度 1,308 1,237 71 354 43 6,268 ― 

令和 5年度 1,２７７ 1,2１６ ６1 3９３ ８７ 6,１２４ ― 

病院事業 

会計 

令和元年度 6,248 6,246 2 490 0 1,149 ― 

令和 2年度 7,640 6,875 765 483 0 1,135 ― 

令和 3年度 7,484 6,895 589 551 0 2,451 ― 

令和 4年度 7,447 7,126 321 ５２４ 0 7,671 ― 

令和 5年度 7,０３７ ８,３０８ △1,271 5３１ ８ １３,５８７ ― 

 

 

 

 

 

83
97

26 -2 17

201 141
76 71 61

2

765

589

321

△ 1,271

-1300

-800

-300

200

700

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

水道事業会計 下水道事業会計 病院事業会計

（百万円） 荒尾市 公営企業会計実質収支の推移

（単位：百万円） 



16 

４．４ 職員数等 

 

※総務省「地方公共団体定員管理調査」に基づく職員数から、荒尾市民病院の職員数を除いたもの。 
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※令和2年度は、７月豪雨災害への対応及び特別定額給付金事務等が含まれる。 

 

 

図表１  1 人当たりの年間超過勤務時間が多い５職場 

令和元年度 令和 2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 

職場名 
超勤 

時間 
職場名 

超勤 

時間 
職場名 

超勤 

時間 
職場名 

超勤 

時間 
職場名 

超勤 

時間 

子育て支援課 274.5  清掃事務所 359.8  
ワクチン接種 

対策室※ 
239.5  総務課 2５３.１  総務課 2３3.8  

総務課 225.8  環境保全課 332.9  総務課 235.9  環境保全課 2０８.４  教育振興課 １５７.０  

秘書広報課 165.2  総務課 251.0  環境保全課 228.9  教育振興課 １７8.３  環境保全課 １４６.１  

環境保全課 153.8  教育振興課 207.7  教育振興課 162.6  財政課 1４6.6  税務課 1２９.０  

政策企画課 134.6  税務課 197.7  防災安全課 141.7  保険介護課 1２０.８  防災安全課 1２５.６  

※新型コロナウイルスワクチン接種対策室 
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図表２  職場ごとの有給休暇取得率の推移③（有給休暇取得率の高い順） 

 


